
我孫子市教育研究所設置条例の一部を改正する条例（案）の修正（案） 

 

我孫子市教育研究所設置条例（平成４年条例第１７号）の一部を次のように

改正する。  

 

改正後  改正前  

我孫子市教育相談センター設置

条例  

我孫子市教育研究所設置条例  

（設置）  （設置）  

第１条  地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和 31年法律第 162

号）第 30条の規定により、教育に関

する研究及び調査、教育関係職員の

研修並びに教育相談を行うことを目

的として、我孫子市教育相談センタ

ー（以下「教育相談センター」とい

う。）を設置する。  

第１条  地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和 31年法律第 162

号）第 30条の規定により、教育に関

する研究及び調査、教育関係職員の

研修並びに教育相談を行うことを目

的として、我孫子市教育研究所（以

下「研究所」という。）を設置する。 

（名称及び位置）  （名称及び位置）  

第２条  教育相談センターの名称及び

位置は、次のとおりとする。  

第２条  研究所の名称及び位置は、次

のとおりとする。  

 名称  位置    名称  位置   

 我 孫 子

市 教 育

相 談 セ

ン タ ー 

略   我 孫 子

市 教 育

研 究 所 

略   

（事業）  （事業）  

第３条  教育相談センターは、次に掲

げる事業を行う。  

第３条  研究所は、次に掲げる事業を

行う。  

(1)  特別支援教育に関する研究及 (1)  教育に関する専門的事項及び



び調査並びに特別支援教育の推

進に関すること。  

技術的事項の研究及び調査に関

すること。  

(2)  不登校の児童又は生徒その他

相当の期間学校を欠席している

児童又は生徒への支援に関する

研究及び調査並びに当該児童又

は生徒への支援の推進に関する

こと。  

 

(3) 児童、生徒、保護者等の教育相

談に関すること。  

(2) 教育相談に関すること。  

(4) 略 (3) 略   

 (4)  科学教育の普及及び啓発に関

すること。  

(5) 前各号に掲げるもののほか、我

孫子市教育委員会（第５条におい

て「教育委員会」という。）が必

要があると認める事業  

(5) 前各号に掲げるもののほか、研

究所の目的を達成するための必

要な事業 

（職員）  （職員）  

第４条  教育相談センターに所長、指

導主事その他必要な職員を置く。  

第４条  研究所に所長、指導主事その

他必要な職員を置く。  

 

附 則  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  


